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高齢・障害福祉産業振興 産業振興課 ☎ 06（6383）1362
消費生活相談ルーム ☎ 06（6383）2666

高齢介護課 ☎ 06（6383）1379
障害福祉課 ☎ 06（6383）1374

※申込みは原則１日から受付開始
※特に記載のない場合、対象は市内
在住・在勤・在学者、申込み不要

※申込みは原則１日から受付開始
※特に記載のない場合、対象は市内
在住・在勤・在学者、申込み不要
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府障がい者スポーツ大会
参加者を募集
　障害者の競技技術の向上を目的に実施される大会で、
第 20回全国障害者スポーツ大会の選考会です。
●競技種目　①陸上競技＝５月10日㈰（万博記念競技場）
②水泳＝５月 16日㈯（東和薬品 RACTABドーム）③アー
チェリー＝５月 17日㈰（浜寺公園アーチェリー場）④ボ
ウリング＝５月 23日㈯（牧野松園ボウル）⑤フライン
グディスク＝５月 24日㈰（ファインプラザ大阪）⑥卓
球＝５月 30日㈯（東和薬品 RACTABドーム）⑦ボッチャ
＝５月 31日㈰（ファインプラザ大阪）※オープン競技
●参加資格　４月１日時点で 13 歳以上の①②⑤身体・
知的障害者③身体障害者④知的障害者⑥身体・知的・精
神障害者⑦身体障害者（肢体）
●申込み　３月 13 日㈮までに、市役所１階・障害福祉
課で配布の申込書を書いて、同課へ持参または郵送（必着）

府手話通訳者養成講座
　手話を必要とする聴覚障
害者のコミュニケーション
手段確保のため、「手話通
訳」の養成講座を実施します。
※受講判定試験あり※受講料は無料。テキス
ト代のみ自己負担
日程　６月〜来年３月頃（30回程度）
定員　10人程度
申込み　３月下旬頃までに、受講申込書を郵
送（〒 540-0012　大阪市中央区谷町５- ４
-13　公益社団法人大阪聴力障害者協会　大阪
府手話通訳者養成講座担当）または府ホーム
ページから申込み
問合せ　同協会☎ 06（6761）1394へ

高齢者のつどい場づくりを応援します！

市立集会所の使用料を補助
　市では、高齢者の介護予防や交流を目的として「カ
フェ型つどい場」を運営する団体に、市立集会所の
使用料を補助しています。
●補助金の交付対象は？
　下記の内容をすべて満た
すことが条件です。
・お茶を飲んだり会話をし
たりすることが主な活動内容であること
・月 2回以上の実施で隔週または週 1回の実施であ
ること
・1回あたりの活動が 60分以上であること
・市立集会所が活動場所であること
・おおむね 2年以上継続して実施できること
・参加者は特定の人に限定せず、広く地域住民を受
け入れること
・他の制度による補助を受けていないこと
●補助金の対象経費は？
　集会所使用料（光熱水費を含む）
●みんなどんなことをしているの？
　活動内容はさまざまですが、お茶を飲みながら、
おしゃべりしたり、歌やゲーム、折り紙などを楽し
んでいる団体もあります。

問合せ　高齢介護課へ

●
高
齢
福
祉

◆
ふ
れ
あ
い
入
浴
　
①
３
月
15

日
㈰
午
後
４
時
〜
10
時
に
、
ヘ

ル
シ
ー
バ
ス
千
里
丘
で
②
３
月

21
日
㈯
午
後
２
時
〜
５
時
半

に
、
と
り
か
い
白
鷺
園
で
／
対

象
は
①
小
学
生
以
下
と
65
歳
以

上
②
65
歳
以
上
／
※
氏
名
・
連

絡
先
を
書
い
た
メ
モ
を
ご
持
参

く
だ
さ
い
※
入
浴
に
必
要
な
物

品
（
シ
ャ
ン
プ
ー
、
石
鹸
、
タ

オ
ル
な
ど
）
は
各
自
で
ご
持
参

く
だ
さ
い
／
問
合
せ
は
高
齢
介

護
課
へ

◆たちより体操タイム

ところ とき（３月）

べふこども園 ２日㈪
午前10時〜 10時 15分

鳥飼保育所 ９日㈪
午前10時〜 10時 15分

子育て総合支援
センター

11 日㈬
午前９時 45分〜 10時

せっつ幼稚園 今月はお休み

とりかい幼稚園 今月はお休み

問合せ　各園・所へ（26ページを参照）

　保育所・幼稚園で、高
齢者（65 歳以上）が乳
幼児と一緒になって体操
しています。
　気軽に参加ください。
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４
月
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新
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ト
す

る
人
が
多
い
時
期
で
す
。
住
ま
い

の
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貸
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約
を
交
わ
す
場
合
に

は
、次
の
点
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

【
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点
】　
住
宅
の
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で

は
、
退
去
時
の
「
原
状
回
復
の
義

務
」
に
関
す
る
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生

す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
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主
が
、
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居
中
に
、「
故
意・
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失
、
善
管
注
意
義
務
違
反
、
そ

の
他
通
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の
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え
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な
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」
に
よ
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毀
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せ
た
場

合
は
、
退
去
時
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そ
れ
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さ

せ
る
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が
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が
、
入
居

前
に
あ
っ
た
傷
や
経
年
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化
の
場

合
に
は
不
要
で
す
。
退
去
時
に
、

自
身
が
つ
け
た
傷
で
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な
い
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の
修
理
代
を
支
払
う
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
。
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傷
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損
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ど
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が
立
ち
会
い
、
壁
や
天
井
、
建
具

な
ど
を
確
認
し
て
お
く
事
が
必
要

で
す
。立
会
い
で
き
な
い
場
合
は
、

借
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が
傷
の
あ
る
箇
所
を
写
真
に

撮
り
、
別
紙
に
書
い
て
貸
主
に
提

示
す
る
こ
と
で
双
方
の
責
任
の
所

在
を
明
確
に
で
き
ま
す
。

暮
ら
し
の
ワ
ン
ポ
イ
ン
ト

問
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ぶ

　
３
月
18
日
㈬
午
前
10
時
〜
12場　所　ビジネスプラザおおさか

（大阪市中央区備後町２丁目１- １
第二野村ビル４階）
対　象　起業志望者（起業してい
る人も可）
定員・受講料　20 人・20,000 円
申込み　４月１日㈬までに、ビジ
ネスプラザおおさか☎ 06（6202）
1755へ（先着）
問合せ　産業振興課へ

特定創業支援事業　

創業スクール
　ビジネスの専門家から、起業に
関して実践的なノウハウを学べる
計８回の講座。ブラッシュアップ
個人面談、交流会あり

とき 内容

４
月

８日㊌
午後６時〜８時 スクールガイダンス

15日㊌
午後６時〜８時

ビジネスプラン作成準
備

25日㊏午前 10時
〜午後 5時

経営ビジョンの基礎知
識など

５
月

13 ㊌
午後６時〜８時 創業事業計画の作り方

16日㊏午前 10時
〜午後 5時

ビジネスプラン作成
ワークショップ

27日㊌
午後６時〜８時

財務・会計に関する基
礎知識、販路開拓方法

６
月

３日㊌
午後６時〜８時

登記・許認可・労務に
関する基礎知識

20日㊏
午後 1時〜 5時

プレゼンテーション発
表会

時
（
個
別
相
談
会
あ
り
※
午
後

０
時
〜
１
時
）
に
、
市
商
工
会

（
南
千
里
丘
４-

35
）
で
／
定

員
30
人
／
要
申
込
み
（
11
日
㈬

ま
で
に
産
業
振
興
課
へ・☎
可・

先
着
）

「同一労働同一賃金」
制度が施行

　働き方改革の一環で、４月１日から「パート
タイム・有期雇用労働法が施行されます。※中
小企業は、来年４月１日から
①不合理な待遇差の禁止
　同一企業内で、正社員と非正規雇用労働者と
の間で、基本給や賞与などのあらゆる待遇につ
いて、不合理な待遇差を設けることが禁止
②労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
　非正規労働者は、「正社員との待遇差の内容
や理由」などについて、事業主に説明を求める
ことができるようなる
③行政による事業主への助言・指導などや裁判
外紛争解決手続（行政ADR）の整備
　都道府県労働局が、無料・非公開の紛争解決
手続きを行う
○問合せ　
【雇用主向け】　労働時間管理や賃金制度などの
見直し、助成金の活用などの相談
大阪働き方改革推進支援・賃金相談センター
（大阪市北区天満２丁目１-30）☎ 0120（068）
116へ
【労働者向け】正社員との待遇差に疑問を感じ
たらこちらへ
大阪府労働局雇用環境・均等部☎ 06（6941）
8940へ

4 月から


